




伊豆の国市 議会だより No9

伊豆の国市議会定例会の運営伊豆の国市議会定例会の運営伊豆の国市議会定例会の運営
　議会はいつも開かれているわけではなく、定期または臨時に、ある一定の期間だけ開かれま

す。定期的に開く会議を定例会、必要に応じて開く会議を臨時会といいます。

　伊豆の国市議会の定例会は３月、６月、９月、12月の年４回、それぞれ20日間前後の日程で

開かれます。

　各定例会の本会議で、議案の提案説明が行われます。提出された議案の多くは委員会で専門

的な審査をします。これを「委員会に付託する」といいます。

　この委員会が終了した後、本会議でその審査経過と結果が報告され、賛成や反対の討論を

行った後、採決を行います。

　開会から閉会までの期間を「会期」といい、会期中の議事は、おおよそ次のような順序で進

められます。

招 集

本 会 議

委員会審査

本 会 議

市長が招集し開会日を告示します。

本会議は議案などを審議し、議会の最終的な意思を決める会議です。

提出された議案を市長が説明し、これに対し議員から質疑や意見が述べ

られた後、可否の採決をします。

議 案 上 程：市長が提案理由を述べます。

議 案 説 明：所管部長などが上程された議案の内容を説明します。

一 般 質 問：議案に関係なく、市政全般の内容を市長など執行機関の

　　　　　　考え方を質問します。

議 案 質 疑：議案の内容をより詳しく知るために市長などに質問します。

委員会付託：議案などをより慎重に専門的、能率的に審査するため、そ

　　　　　　れぞれ担当の常任委員会（総務産業建設員会、福祉文教環

　　　　　　境委員会）や議会運営委員会に任せます。

委員会で、それぞれ担当の委員が細部にわたり質問し、委員会としての

考えを表明するための採決をします。

委員会で審査された付託議案は、その審査結果を委員長が本会議で報告

します。

委員長報告：付託議案について、専門委員の意見をまとめて委員会の考

　　　　　　えをほかの議員に伝えます。

討　　　論：議案などについて、賛成、反対の意見を述べほかの議員に

　　　　　　賛同を求めます。

採　　　決：議案などに賛成か反対かの意思を表します。この結果、賛

　　　　　　否のどちらかに議会の意思が決まることを議決といいます。

開 会

　 ↓ 　

会 期 決 定

　 ↓ 　

議 案 上 程

　 ↓ 　

一 般 質 問

　 ↓ 　

議 案 質 疑

　 ↓ 　

委員会付託

委員長報告

　 ↓ 　

討 論

　 ↓ 　

採 決

　 ↓ 　

閉 会

令和４年６月定例会については、10 人が一般質問を行い当局の

考え方を質問しました。　※本誌４～８ページ

令和４年６月定例会については、総務産業建設委員会と福祉文教

環境委員会が委員長報告を行いました。　※本誌２、３ページ

令和４年６月定例会については、条例の改正や補正予算等につい

て審議及び審査しました。　※本誌 11 ページ

（伊豆の国市ホームページ）
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